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ここどどもも条条例例
長長

案案
久久手手市市

こども会議委員
が取り組んでいます‼

（土）（土）
14:00～15:3014:00～15:30

長久手市役所西庁舎　３階研修室長久手市役所西庁舎　３階研修室

（（仮仮称称

（（
））

））

４４日日

令和８年令和８年

日時

場所

申込
令和８年１月２０日(火)１７時までにQRコード又は

電話にてお申込みください。（定員90名　先着順）

令和８年１月２０日(火)１７時までにQRコード又は

電話にてお申込みください。（定員90名　先着順）

（13:30開場）（13:30開場）

　長久手市では、令和８年度の（仮称）長久
手市こども条例の制定を目指して、市内在住
の小学６年生から高校生までの２７人のこど
も会議委員が集まり、グループワーク等を通
して、条例に盛り込みたいことについて話し
合いをしてきました。
　これまで３回のこども会議を通してできあがっ
た条例の「前文」と「ホネグミ」について、こど
も会議委員が中心となり、中間報告をします。

問合先／長久手市子ども部子ども政策課（0561-56-2555）問合先／長久手市子ども部子ども政策課（0561-56-2555）

こども会議の様子

https://logoform.jp/form/qbGK/1248308https://logoform.jp/form/qbGK/1248308 電子データで

ご覧の方はココをクリック

電子データで

ご覧の方はココをクリック

https://logoform.jp/form/qbGK/1248308

